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○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 

（平成十六年法律第七十八号） [抄] 

第一章 総則 

（定義等） 

第二条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその

本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物（その生物が交雑することにより生じた

生物を含む。以下「外来生物」という。）であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有

する生物（以下「在来生物」という。）とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及

ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体（卵、種子その他政令で定

めるものを含み、生きているものに限る。）及びその器官（飼養等に係る規制等のこの法律に基

づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定め

るもの（生きているものに限る。）に限る。）をいう。 

２、３ （略） 

４ 主務大臣は、第一項及び前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物

の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

 

第四章 未判定外来生物  

（輸入の届出） 

第二十一条 未判定外来生物（在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及

ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの（生きているも

のに限る。）をいう。以下同じ。）を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めると

ころにより、その未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出な

ければならない。 

（判定） 

第二十二条 主務大臣は、前条に規定する届出があったときは、その届出を受理した日から六月

以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態

系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知し

なければならない。 

（輸入の制限） 

第二十三条 未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物と

その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の

通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。 

 

第五章 雑則 

（輸入のための証明書の添付等） 

第二十五条 特定外来生物又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物とし

て主務省令で定めるもの以外
．．

の生物（生きているものに限る。）は、当該生物の種類を証する外

国の政府機関により発行された証明書その他の主務省令で定める証明書を添付してあるもので
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なければ、輸入してはならない。 

２ 前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入して

はならない。 

 

 

○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 

（平成十七年農林水産省・環境省令第二号）[抄] 

（未判定外来生物） 

第二十八条 法第二十一条の未判定外来生物は、次に掲げる生物の個体（卵及び種子を含む。以

下同じ。）及びその器官（飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措

置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。）とする。 

一 別表第一の種名の欄に掲げる種（亜種又は変種を含む。以下同じ。）に属する生物 

二 別表第二の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物（その生物の子孫を含む。以

下同じ。） 

第一 動物界 

四 両生綱 

イ 無尾目 

(1) ひきがえる科 

1 Bufo属(ヒキガエル属)に属する種のうちBufo cognatus(プレーンズヒキガエル)、Bufo 

debilis(テキサスミドリヒキガエル)、Bufo gargarizans miyakonis(ミヤコヒキガエル)、

Bufo guttatus(キンイロヒキガエル)、Bufo japonicus(ニホンヒキガエル)、Bufo 

marinus(オオヒキガエル)、Bufo melanostictus(ヘリグロヒキガエル)、Bufo 

paracnemis(ロココヒキガエル)、Bufo punctatus(アカボシヒキガエル)、Bufo 

quercicus(オークヒキガエル)、Bufo speciosus(テキサスヒキガエル)、Bufo 

terrestris(ナンブヒキガエル)、Bufo torrenticola(ナガレヒキガエル)、Bufo 

typhonius(コノハヒキガエル)、Bufo valliceps(ガルフコーストヒキガエル)及びBufo 

viridis(ヨーロッパミドリヒキガエル)以外
．．

のもの 

 

（未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出） 

第二十九条 法第二十一条又は法第二十四条第一項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載さ

れた届出書を主務大臣に提出して行うものとする。 

一 未判定外来生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

二 輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外来生物に係る次に掲げる事項 

イ学名 

ロ入手国 
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ハ生態特性に関する次に掲げる情報 

（１） 本来の生息地又は生育地の分布状況 

（２） 文献その他の根拠を示す資料 

ニその他既に入手している情報であって提出が可能なもの 

 

 

○特定外来生物被害防止基本方針（令和四年九月二十日閣議決定） 

第２ 特定外来生物の選定に関する基本的な事項 

外来生物による生態系等に係る被害を適正かつ効果的に防止するため、外来生物を一様に規制

の対象とするのではなく、特に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を適切に特定外

来生物に選定する必要がある。特定外来生物の選定に当たっては、以下の各事項に照らして適当

な外来生物について、原則として種（亜種又は変種を含む。以下同じ。）を単位として行うものと

し、必要に応じ、属、科等一定の生物分類群（上位分類群）を単位とする。また、交雑することに

より生じた生物を特定外来生物に選定する際には、交雑して当該生物を生じさせる外来生物の種

の組合せ又は外来生物及び在来生物の種の組合せを単位とし、必要に応じ、属、科等の生物分類

群を組み合わせる。 

１ 選定の前提 

ア 我が国において生物の種の同定の前提となる生物分類学が発展し、かつ、海外との物流が増

加したのが明治時代以降であることを踏まえ、原則として、おおむね明治元年以降に我が国に

導入されたと考えるのが妥当な生物を特定外来生物の選定の対象とする。 

イ 個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有し、特別な機器を使用しなくとも種類の判別

が可能な生物分類群を特定外来生物の選定の対象とし、菌類、細菌類、ウイルス等の微生物は

当分の間対象としない。 

ウ 外来生物のうち、交雑することにより生じた生物には、その由来となる生物との交雑による

後代の生物も特定外来生物に含める。 

エ 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成 15 年

法律第 97 号）や「植物防疫法」（昭和 25 年法律第 151 号）など他法令上の措置により、本

法と同等程度の輸入の禁止、飼養等の禁止その他の規制がなされていると認められる外来生物

については、特定外来生物の選定の対象としない。 

 

２ 被害の判定の考え方 

（１）被害の判定 

特定外来生物については、以下のいずれかに該当する外来生物を選定する。 

ア 生態系被害防止外来種リストを参考としつつ、生態系に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそ

れがある外来生物として、①在来生物の捕食、②生息地若しくは生育地又は餌動植物等に係る

在来生物との競合による在来生物の駆逐、③植生の破壊や変質等を介した生態系基盤の損壊、

④交雑による遺伝的かく乱等により、在来生物の種の存続又は我が国の生態系に関し、重大な

被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を選定する。 
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イ 人の生命・身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物として、危険の回避

や対処の方法についての経験に乏しいため危険性が大きくなることが考えられる、人に重度の

障害をもたらす危険がある毒を有する外来生物又は重傷を負わせる可能性のある外来生物を選

定する。 

なお、他法令上の措置の状況を踏まえ、人の生命・身体に係る被害には、感染症に係る被害

は含まない。 

ウ 農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物として、単に我が国の農

林水産物に対する食性があるというだけではなく、農林水産物の食害等により、農林水産業に

重大な被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を選定する。 

なお、他法令上の措置の状況を踏まえ、農林水産業に係る被害には、家畜の伝染性疾病など

に係る被害は含まない。 

（２）被害の判定に活用する知見の考え方 

被害の判定に際しては、次の知見を活用し、特定外来生物の選定を進める。 

ア 生態系等に係る被害又はそのおそれに関する国内の科学的知見を活用する。なお、被害のお

それに関しては、現に被害が確認されていない場合であっても既存の知見により被害を及ぼす

可能性が高いことが推測される場合には、その知見を活用する。 

イ 国外で現に生態系等に係る被害が確認されており、又は被害を及ぼすおそれがあるという科

学的知見を活用する。ただし、国外の知見については、日本の気候、地形等の自然環境の状況

及び社会状況に照らし、国内で被害を生じるおそれがあると認められる場合に活用する。 

３ 選定の際の考慮事項 

特定外来生物の選定に当たっては、原則として生態系等に係る被害の防止を第一義に、外来生

物の生態的特性及び被害に係る現在の科学的知見の現状、適正な執行体制の確保、社会的に積極

的な役割を果たしている外来生物に係る代替物の入手可能性など特定外来生物の指定に伴う社会

的・経済的影響も考慮し、随時選定していく。 

外来生物の生態的特性及び被害に係る科学的知見を踏まえ、特に、予防的観点から有効かつ適

切な場合には、種の単位だけでなく、属、科等の単位で選定するよう努める。 

生態系等に係る被害を及ぼすことが懸念される外来生物が、我が国で初めて確認された場合又

は侵入初期の場合に、海外からの更なる導入、野外への逸出、分布拡大などによる被害を防止す

るために、飼養等の規制の導入又は緊急的な防除が早急に必要とされる際には、被害の判定に要

する期間を極力短くするよう努める。（中略） 

なお、選定の結果については、可能な限りその判断の理由を明らかにする。 

４ 特定外来生物の選定に係る意見の聴取 

（１）生物の性質に関する専門の学識経験者からの意見聴取 

ア 生態学、農学、林学、水産学等生物の性質に関し専門性を有する学識経験者の意見を聴く。 

イ 学識経験者の選定は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、維管束植物等の生物の

分類群に対応するよう留意する。 

ウ 特定外来生物の選定に際しては、当該生物に最も深い知識を有する学識経験者に意見を聴くこ

とができるよう、最も関係の深い分野の学識経験者をあらかじめ登録しておくなど、必要に応
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じて意見を聴くことができる体制を構築する。 

エ 意見の聴取に際しては、学識経験者への個別ヒアリング、委員会形式での学識経験者間の意見

交換等、外来生物の特性に柔軟に対応できる形式を検討する。 

オ 学識経験者個人からの意見聴取だけでなく、必要に応じ、関連する学会から知見を収集すると

ともに、当該生物を利用する者等関係者の意見を聴取することを検討する。 

カ 意見の聴取に際しては、透明性の確保の観点から適切な情報公開に努める。 

キ （略） 

（２）パブリック・コメント手続 （略） 

（３）ＷＴＯ通報手続 （略） 

 

第７ その他特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する重要事項 

１ 未判定外来生物 

（４）判定に係る届出事項の内容 

未判定外来生物を輸入しようとする者又は未判定外来生物を本邦に輸出しようとする者に対し

ては、当該未判定外来生物の正式学名、入手国（入手地、輸出国等）、生態的特性等に関する情報

を主務大臣に届け出させる。 

当該未判定外来生物が生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かの判定は主務大臣が行

うものであり、当該おそれがあるか否かについて輸入しようとする者等に情報提供の義務は課さ

ないが、自主的な情報の提供は受ける。 

（５）判定の手続 

届出があった場合は、本基本方針の第２の２から４（※）までの考え方に沿って、予防的な観

点を踏まえつつ、最新の科学的知見を用いて適正に判定する。その際、被害の判定に要する期間

を極力短くするよう努める。
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